
令和２年１月１日現在、香南市

に住んでいますか？

令和２年１月１日に住んでいる

市区町村にお問い合わせください。

平成３１（令和元）年中にどのような収入がありましたか？

主に給与 主に公的年金 主に農業・不動産

・営業など

収入なし、または

非課税収入のみ
（遺族年金・障害年

金・失業給付金など）

所得金額が所得

税の控除合計よ

り大きいですか？
国保や後期高齢

者医療保険に加

入していますか？

勤め先は１カ所だ
けで、年末調整
をしていますか？
（複数あっても年末

調整で合算している）

追加の控除があ

りますか？

追加の控除があ

りますか？

給与以外の所得

がありますか？

公的年金以外に

個人年金や他の

所得がありますか？

所得金額が所得

税の控除合計よ

り大きいですか？
所得税が源泉徴

収されています

か？

所得金額が所得

税の控除合計よ

り大きいですか？

勤務先から香南

市に「給与支払

報告書」が提出

されていますか？ 給与以外の所得

が２０万円を超え

ますか？

所得税の確定申告が必要です。
（市・県民税の申告も兼ねます）

市・県民税の申告が必要です。

家族が年末調整

や確定申告など

であなたを扶養

として申告してい

ますか？

■

▼夜 須 支 所  ２月２６日（水）、２月２７日（木）の午前

▼吉 川 支 所  ２月２８日（金）の午後

▼香我美支所  ３月３日（火）

▼赤 岡 支 所  ３月５日（木）

■受付時間

９：００～１１：００、１３：００～１６：３０（土・日・祝を除く）

▼認印（市県民税の申告の場合）

▼利用者識別番号（お持ちの場合）

▼申告者本人のマイナンバーカード、
　または通知カード+免許証等

▼被扶養者・専従者のマイナンバーがわかるもの

▼代理人が申告する場合は委任状
　（代理人が家族の場合は不要）

▼収入が証明できるもの　
給与・年金の源泉徴収票、報酬等の支払調書、個人年金・

満期保険金等の支払証明書等、事業収入（営業・漁業・農

業）・不動産収入の収支内訳書

▼控除が証明できるもの　　
生命保険、地震保険の控除証明書、寄付金の受領書等

※国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の納付確

認書は、郵送でお送りできますので各課へお問い合わせく

ださい

▼配偶者（特別）控除・・・配偶者の所得が分かる資料

▼障害者控除・・・障害者手帳

▼医療費控除・・・医療費の明細書（事前に治療を受けた人
ごとに、病院・薬局別に領収書を整理、計算して記入したもの）
または医療費通知

■税務収納課　☎57-8504
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Ｄ公的年金以外の

所得が２０万円を

超えますか？
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はい

いいえ

混雑状況によって１６時前でも終了
する場合があります

2/17月 ～3/16 月

８：３０～１６：００
■電話で申告相談 ☎０８８-８６３-３２１５
１/１７（金）～３/１６（月）の８：３０～１７：００
※土、日、祝は２/２４（月・祝）と３/１（日）のみ

南国税務署からのお知らせ

（土・日・祝を除く）

一般的な例を掲
載しています。詳し
くは税務収納課へ
お問い合わせく
ださい。

確定申告、市・県民税の申告は不要です。

確定申告、市・県民税の申告は不要です。
※市・県営住宅、子どもの保育園・幼稚園、ひとり親医療、
障害者医療等サービスを利用する場合や所得証明書等
が必要な場合は「収入０」の申告が必要です

Ｃ
Ｄ

■受付場所

市役所本庁３階　第４会議室

　還付のみの申告受付

2/3（月） ～2/14（金）

▶還付申告と給与・年金・雑所得・一時所得の申告、
　および所得のない方の住民税申告を受け付けます。
▶上記以外の所得がある方・住宅借入金等特別控除
　を受ける方で、自動車等の運転ができず、本庁への
　来庁が困難な方（おおむね75歳以上の高齢の方、障害
　のある方など）は下記の日程にて支所で受け付けを
　行います。

まずはかんたんチェック！

確定申告の時期
が来ましたよ！

〈確定申告についてのお願い〉
毎年、申告受け付けにあたりお待ちいただく時間が長時間となりご不便をおかけしています。
少しでもお待ちいただく時間を短くするために、次の３つにご協力をお願いします。

早めの還付申告
還付申告される方はなる
べく還付申告受付期間に、
お越しください。

e-Taxの利用
確定申告書は国税庁ホームページ
でも作成でき、e-Taxを利用して送信
することもできます。スマホでも簡単
にできるようになりました。詳しくは国
税庁ホームページをご覧ください。

Ａ Ｂ

事業収入等のある方は、収支内訳書を事前に記入してお持ちください。記入の
できていない方は、会場にて記入後、申告していただくことになります。用紙の
必要な方は、税務収納課・各支所に用意してありますのでご利用ください。

ご注意くだ
さい

ご注意くだ
さい

確定申告会場の開設期間

■受付期間

左ページの日程で、市・県民税（住民税）申告の受け付けを実施します。確定

申告が必要な場合は税務署での受け付けとなりますが、申告期間中に限り市

役所でも市職員による申告・相談を受け付けています。

市役所でも申告の受け付けを行います

あなたは申告が必要ですか？

チ
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に
！

と答えられた方へ

収支内訳書の作成
事業所得、不動産所得のある
方は収支内訳書への記入を
お願いします。帳簿等で管理
している方も収支内訳書へ転
記ください。

　すべての申告・相談受付

2/17（月） ～3/16（月）

Ａ Ｂ　　　の方は

次のページへ！

各支所での受け付けは…各支所での受け付けは…各支所での受け付けは… ■申告に必要なものは…申告に必要なものは…申告に必要なものは…
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